
 

令和8年度（2026年度）熊本市「サンアントニオ・ユース・サミット」派遣事業 
募集要項 

 

１ 目的 

熊本市の姉妹都市であるアメリカ合衆国・サンアントニオ市との友好交流の一環として、本市青少年

のサンアントニオ市への派遣を実施し、現地での交流プログラムを通して海外の青少年と交流を図る

ことなどにより、参加者の異文化等に対する理解を深め、広い国際的視野を身に付けたグローバルな

人材の育成を図ることを目的とする。 

 

２ 主催 熊本市 

   

３ 事業概要 

令和８年度(２０２６年度)にサンアントニオ市を訪問し、交流プログラムに参加できる高校生を募集す

る。 

（１）派遣期間 

令和８年（２０２6年)７月２3日(木)～７月３1日(金)(9日間) (※予定) 

（２）派遣先（滞在形態） 

テキサス州サンアントニオ市内ホテル又はホームステイ 

（３）団員構成 

熊本SA市ユース派遣団 １２人程度 

（内訳） 熊本SA市ユース派遣団（以下、｢団員｣という。）１０人程度（選考による） 

  引率者 2人程度 

（４）交流プログラム内容 

派遣前：事前研修（3回） 

派遣時：サンアントニオ市側の交流プログラムに基づく交流。 

 ７月23日  熊本発 

      （以降 サンアントニオ市現地時間） 

      ７月23日  サンアントニオ市着 

      ７月24日  サンアントニオ市による市内ツアー等 

      ７月25日  サンアントニオ市内でのボランティア活動、 

ホストファミリーとの自由時間 

      7月26日  ホストファミリーとの自由時間 

      7月27日-29日 姉妹都市ユースサミット 

※サンアントニオ市の姉妹都市から多数の生徒が参加予定 

※生徒でチームを組み「持続可能な都市」について学び、課題に 

ついて解決案を考案する。 

            ７月30日  サンアントニオ市発 

            （以降日本時間） 

            ７月31日  熊本着 

派遣後：事後研修（3回程度、 表敬訪問等での成果発表を含む。） 

 



 

４ 参加資格 

参加者については、次の要件をすべて満たす者とする。 

ア 原則として、熊本市内に居住または通学する高等学校に在籍する方で、参加について保護者の

同意及び学校長の承諾を受けた者 

イ 心身共に健康で団体行動・団体生活に十分適応でき、主体性をもって国際交流に取り組む意欲の

ある者 

ウ 過去に市費による海外派遣を経験していない者（ただし、中学生以下を除く。） 

エ 事前・事後研修に必ず出席できる者（事前3回、事後3回程度） 

 

５ 参加費について 

派遣に要する経費の団員負担等については、別紙｢熊本市青少年国際及び国内交流事業に係る派遣

経費の参加者負担に関する要綱(平成９年４月１日制定)｣に基づき、次のとおりとする。 

① 旅行経費(交通費・食事代等)の２分の１程度（１５万円上限） 

② 旅券（パスポート）取得等旅行準備のための経費（ビザ免除プログラム ESTA申請代を含む。） 

③ 旅行傷害保険料（要加入） 等 

※経済的な理由等により、負担金の納入が困難な場合の免除制度あり。 

詳細は、別紙｢熊本市青少年国際及び国内交流事業に係る派遣経費の参加者負担に関する要綱 

(平成９年４月１日制定)｣参照 

※参加費については、合格通知書記載の支払期限までに納入すること。 

 

６ 団員の決定 

（１）団員の選考について 

ア ４の参加資格を有し、参加を希望する者は、次の書類を熊本市政策局総合政策部国際課に提出す

ること。 

①熊本市ＳＡユース派遣団参加申込書（兼保護者同意書・学校長承諾書）〈様式１〉 

※申込みの際には、必ず保護者の同意と所属する学校長の承諾を得ること。 

②自己紹介書〈様式２〉 

③語学資格等の証書の写し 

イ 書類提出期日及び提出先 

令和８年(２０２６年) 5月 15日(金)までに国際課に必着（郵送または持参）。 

※郵送の場合、電話等で到達確認を行うこと。 

ウ 選考（書類審査および面接） 

① 書類審査（一次選考）について 

      応募者が多い場合は、書類による一次選考を行う。本プログラムの主旨を踏まえ、多くの学校

から参加いただくことを勘案し、選考を実施する。 

② 面接（二次選考） 

一次選考合格者に対してメールにて通知の上、面接を実施し、団員を内定する。 

※面接日（予定）：令和８年(２０２６年)5月23日(土)または5月24日(日) 

   エ 合否の発表について 

      選考の合否については、メールにて申込者全員へ通知を行う。 

 団員の内定者には、郵送でも通知を送付する。 

（２）団員に欠員が生じた場合は、補欠人員の次点順に選考する。 

（３）団員として内定した後であっても、団員として不適当な事由が生じた者に対し、熊本市はその決定を

取り消すことができる。 



 

 

７ 研修会等の開催 

研修会等には、必ず出席するものとする。なお、派遣時の研修日程は次のとおり。 

項目 研修内容（案） 

結団式 

第１回研修会 

６月１4日（日） 

※保護者も参加 

 

〇結団式・派遣事業説明 

〇日程およびプログラムの内容説明、ホームステイの心得等 

〇団員紹介 

〇サンアントニオ市について等 

〇団員ミーティング 

〇質疑応答 

第２回研修会 

６月２７日（土） 

〇全体スケジュール再確認 

〇渡航に関する知識 

〇旅行中の安全確保について 

〇渡航にあたっての心構え 

〇異文化コミュニケーション 

〇高校生目標設定 

第３回研修会 

７月１1日（土） 

〇準備物、提出物等最終確認 

〇プログラム、日程の最終確認 

事後報告会 

８月上旬（予定） 

 

表敬訪問 

〇個人レポートの発表 

〇来年度の交流に向けて 

〇派遣団総括 

 

市民向け報告会 

9月上旬（予定） 

〇成果発表・感想などを市民向けのイベントとして発表 

  会場：熊本市国際交流会館(熊本市中央区花畑町４－１８) 

※日時および会場については予定のため、変更になる場合もある。 

 

８ その他 

（１）不可抗力(自然災害等)による事業中止の場合、主催者において対応を協議し、必要な措置を行う。 

（２）５の参加費については、参加決定後の辞退等があった場合、原則として返金等は行わないものとす

る。 

（３）その他必要な事項は、熊本市で定めるものとする。 

問い合わせ先 

 

所属：熊本市 政策局 総合政策部 国際課 

担当：庄山・吉田 

TEL：096-328-2070 

Email：kokusai@city.kumamoto.lg.jp 


